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告         示 

 

兵庫県告示第1134号 

青少年愛護条例（昭和38年兵庫県条例第17号）第11条第１項の規定により、有害興行として次のものを指定

する。 

  平成26年12月26日 

                                       兵庫県知事 井 戸 敏 三 

指定理由 

著しく性的感情を刺激し、著しく粗暴性若しくは残忍性を助長し、著しく恐怖心を与え、

又は犯罪若しくは自殺を誘発し、若しくは助長する描写、音声などが多く、青少年に観覧

させることは、その健全な育成を阻害するものと認める。 

種  別 名       称 制作・配給会社 

映  画 

 

同 

 

同 

 

同 

 

同 

 

同 

 

同 

痴漢電車 悶絶！裏夢いじり 

 

淫乱巨乳妻の白日夢 

 

肉体懺悔 美人修道女の秘密 

 

四十路熟女 性処理はヒミツ 

 

性の逃避行 夜につがう人妻 

 

絶倫エロ作家 濡れ悶える愛人たち 

 

愛のタリオ(原題)ＳＣＡＲＬＥＴ ＩＮＮＯＣＥＮＣＥ 

オーピー映画 

 

オーピー映画 

 

新日本映像 

 

オーピー映画 

 

新日本映像 

 

新東宝映画 

 

CJ Entertainment Japan 

 

 

兵庫県告示第1135号 

 平成18年告示第697号（図書類審査団体の指定）の一部を次のように改正し、平成27年１月１日から施行する。 

  平成26年12月26日 

兵庫県知事 井 戸 敏 三  

 表一般社団法人コンピュータソフトウェア倫理機構の項主たる事務所の所在地の欄を次のように改める。 

東京都港区芝浦

三丁目11番13号 

SUDOビル５階 
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